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平成 30 年１月 18 日 

認可保育所   設置者様 
幼稚園     設置者様 
認定こども園  設置者様 
小規模保育事業 設置者様 
事業所内保育事業設置者様 

横 浜 市 こ ど も 青 少 年 局 

保育・教育運営課 給付・支給認定担当課長  
 

処遇改善等加算Ⅰの算定対象職員にかかる勤務履歴証明資料の保管及び 

公定価格の基本分単価に含まれる職員配置確認の徹底について（通知） 

 

 日頃より本市の保育・教育行政にご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、29年 11月 17日に子ども・子育て支援新制度へ移行後では初めてとなる会計検査院の実地検査

が横浜市を対象に実施されました。会計検査院からは処遇改善等加算Ⅰの算定対象職員にかかる勤務履

歴証明資料の確認及び公定価格の基本分単価に含まれる職員配置確認の徹底を指導されました。 

これを受け、各園においては在職証明など勤務履歴が確認できる資料の保管を徹底していただきます

ようお願いします。 

また、公定価格の基本分単価に含まれる職員配置を明確に確認するよう求められましたので、平成 30

年４月から雇用状況表を改正し、公定価格の基本分単価に含まれる職員配置を明確に確認できるように

改めます。 

なお、雇用状況表の新様式については現在作成中ですので、３月に開催予定の事業者説明会後にホー

ムページに掲載できるように準備を進めます。 

 公定価格の内容をご理解いただき、適正な書類の管理及び職員配置に努めていただきますようよろし

くお願いします。 

※処遇改善等加算関係で会計検査院に求められた資料及び各施設・事業における公定価格の基本分単

価に含まれる職員（下線部が現行の雇用状況表では確認できていない部分）は以下の通りです。 

 

【参考１：処遇改善等加算関係で会計検査院に提出した資料】 

 （１）対象職員 

    検査対象年度において勤務した全職員分 

（短時間勤務の保育士等含む。処遇改善等加算の申請書に記載されていない者の分を含む。） 

 （２）提出書類（写しで可） 

   ア 各給与明細書（４月～３月） 

   イ 履歴書 

   ウ 資格証明書（資格を要しない事務員、用務員等は除く） 

   エ 申請書上、「その他の社会福祉施設の通算勤続年数」として記載されている年数を証する書類 

   オ 出勤簿（４月～３月） 

   カ 検査対象年度における雇用契約書若しくはこれに類する書類（労働条件を記載した書類） 

   キ （独）福祉医療機構退職手当共済制度に係る 28年度の掛金納付対象職員届 

   ※施設により名称等が異なると思いますが、相当する書類を提出していただきました 



 

【参考２：基本分単価に含まれる職員構成（「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等

の改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について（平成 29年 10月 27日）から

抜粋）】 

 １ 幼稚園  

  （ア）園長 
  （イ）教員（教諭） 
     基本分単価における必要教員数（園長及び幼稚園設置基準（昭和 31 年文部省令第 32 号）第

５条第３項に規定する教員を除く。）は以下のⅰとⅱを合計した数であること。また、基本分単

価には、これとは別に非常勤の講師が配置されていること（教育標準時間認定子どもに係る利

用定員が 35 人以下又は 121 人以上の施設に限る。）。 
    ⅰ 年齢別配置基準 
      ４歳以上児 30 人につき１人、３歳児及び満３歳児 20 人につき１人 
    ⅱ 学級編成調整加配 
      教育標準時間認定子どもに係る利用定員が 36 人以上 300 人以下の施設に１人 
  （ウ）その他 
    ⅰ 事務職員及び非常勤事務職員 
      （注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 
    ⅱ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 （注）嘱託等で可。 
 
 ２ 保育所  

  （ア）保育士 
     基本分単価における必要保育士数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 
     また、これとは別に非常勤の保育士が配置されていること。 
    ⅰ 年齢別配置基準 
      ４歳以上児 30 人につき１人、３歳児 20 人につき１人、１・２歳児６人につき１人、乳児

３人につき１人 
    ⅱ その他 
     ａ 利用定員 90 人以下の施設については１人 
     ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人 
     ｃ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂの保育士１人当たり、研修代替保育士として年間３日分の費用を

算定 
 （イ）その他 
   ⅰ 調理員等 
     利用定員 40 人以下の施設は１人、41 人以上 150 人以下の施設は２人、151 人以上の施設

は３人（うち１人は非常勤） 
    ⅱ 非常勤事務職員 
      （注）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 
    ⅲ 嘱託医・嘱託歯科医 
  
 
 



 
 ３ 認定こども園  

 （ア）保育教諭等 
     基本分単価における必要保育教諭等の数（幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設

備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。）第５条第３

項の表備考第４号に規定する園長が専任でない場合に１名増加して配置する教員及び幼稚園設

置基準（昭和 31 年文部省令第 32 号）第５条第３項に規定する教員を除く。）は以下のⅰとⅱを

合計した数であること。また、基本分単価には、これとは別に非常勤の講師を配置すること。 
    ⅰ 年齢別配置基準 
      ４歳以上児 30 人につき１人、３歳児及び満３歳児 20 人につき１人、１・２歳児（保育認

定子どもに限る。）６人につき１人、乳児３人につき１人 
ⅱ その他 

     ａ 保育認定子どもに係る利用定員が 90 人以下の施設については１人 
     ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人 
     ｃ 主幹保育教諭等２人を専任化させるための代替保育教諭等を２人 （うち１人は非常勤講

師等でも可とする） 
     ｄ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂの保育教諭等１人当たり、研修代替保育教諭等として年間３日分

の費用を算定（保育認定子どもの人数に係る保育教諭等に限る。） 
  （イ）その他 
    ⅰ 園長（施設長） 

   ⅱ 調理員等 
     保育認定子どもに係る利用定員 40 人以下の施設は１人、41 人以上 150 人以下の施設は２

人、151 人以上の施設は３人（うち１人は非常勤） 
ⅲ 事務職員及び非常勤事務職員 

      （注）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 
    ⅳ 学校医・学校歯科医・学校薬剤師（嘱託医・嘱託歯科医・嘱託薬剤師） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ４ 小規模保育事業・事業所内保育事業（利用定員 19人以下）  

  （ア）保育従事者 
     基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 
     また、これとは別に非常勤の保育従事者（小規模保育事業Ａ型にあっては保育士）が配置さ

れていること。 
    ⅰ 年齢別配置基準 
     ａ 小規模保育事業Ａ型 

１・２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 
上記はすべて保育士であること。 

ｂ 小規模保育事業Ｂ型 
１・２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 
上記のうち、１／２（※本市においては２／３）以上は保育士であること。 

     ｃ 小規模保育事業Ｃ型 
       子ども３人につき家庭的保育者１人（家庭的保育補助者を配置する場合は子ども５人） 
    ⅱ その他 
     ａ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については非常勤保育従事者１人

（小規模保育事業Ａ型にあっては保育士） 
     ｂ 上記ⅰの保育従事者１人当たり、研修代替保育従事者として年間３日分の費用を算定 

 （イ）その他 
   ⅰ 非常勤調理員等 
   ⅱ 非常勤事務職員 

      （注）管理者等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 
    ⅲ 嘱託医・嘱託歯科医 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考３：公定価格に関するＦＡＱ（よくある質問）平成 28年７月 12日版から抜粋】 
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担当：保育・教育運営課 

運営指導係 

電話：045(671)3564         

045(671)4466 

幼
保

認
家

小
事

居

1
0
1

○
○

○
基

本
単

価
と
必

要
な
職

員
配

置

保
育

所
や

認
定

こ
ど
も
園

（
保

育
認

定
２
号

・
３
号

）
の

基
本

分
単

価
に
含

ま
れ

る
職

員
構

成
と
実

際
に
配

置
す

べ
き
保

育
士

数
と
の

関
係

を
教

え
て
く
だ
さ
い
。
特

に
、

休
け
い
保

育
士

や
保

育
標

準
時

間
認

定
に
係

る
非

常
勤

保
育

士
の

加
算

分
に
つ
い
て
、

実
際

に
保

育
士

を
配

置
す
る

必
要

が
あ
り
ま
す
か

。
配

置
で
き
な
い
場

合
は

、
公

定
価

格
の

減
額

調
整

な
ど
が

あ
る

の
で
し
ょ
う
か

。
ま
た
、
非

常
勤

職
員

の
配

置
と
さ
れ

て
い
る
場

合
、
そ
の

非
常

勤
職

員
の

従
事

時
間

な
ど
の

要
件

は
あ
り
ま
す
か

。

「
特

定
教

育
・
保

育
等

に
要

す
る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る
基

準
等

の
制

定
に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に
つ
い
て
」
（
平

成
2
7
年

３
月

3
1

日
付

内
閣

府
政

策
統

括
官

（
共

生
社

会
政

策
担

当
）
、
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
長

、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）

の
各

事
業

類
型

の
「
Ⅱ

基
本

部
分

」
に
あ
る
と
お
り
、
基

本
分

単
価

に
含

ま
れ

る
休

け
い
保

育
士

や
保

育
標

準
時

間
認

定
に
係

る
保

育
士

（
常

勤
）
等

に
つ
い
て
も
、
年

齢
別

配
置

基
準

と
は

別
途

配
置

す
る
必

要
が

あ
り
、
こ
れ

を
満

た
さ
な
い
場

合
は

、
指

導
の

対
象

と
な
り
ま
す
。
な

お
、
保

育
標

準
時

間
認

定
子

ど
も
が

少
数

の
場

合
で
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤

務
に
よ
り
対

応
し
て
い
る
な
ど
、
常

勤
保

育
士

を
別

途
配

置
す
る

必
要

性
が

低
く
な
る
場

合
に
は

非
常

勤
職

員
と
す
る
こ
と
も
差

し
支

え
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
教

育
・
保

育
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ
う
、
実

態
に
応

じ
て
市

町
村

が
適

切
に
御

判
断

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
幼

稚
園

や
認

定
こ
ど
も
園

に
つ
い
て
は

、
こ
れ

ま
で
年

齢
別

配
置

基
準

の
設

定
が

な
か

っ
た
こ
と
か

ら
、
配

置
基

準
に
達

し
て
い
な
い
施

設
に
配

慮
し
て
、
公

定
価

格
上

調
整

措
置

を
設

け
て
、
費

用
を
調

整
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
保

育
標

準
時

間
認

定
に
係

る
非

常
勤

保
育

士
な
ど
、
基

本
分

単
価

に
含

ま
れ

る
非

常
勤

職
員

の
取

扱
い
に
つ
い
て
は

、
従

事
時

間
等

の
具

体
的

要
件

は
定

め
て
い
ま
せ

ん
の

で
、
教

育
・
保

育
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
体

制
が

と
ら
れ

て
い
る
か

、
実

態
に
応

じ
て
市

町
村

が
適

切
に
御

判
断

く
だ
さ
い
。

な
お
、
小

規
模

保
育

事
業

等
の

保
育

標
準

時
間

認
定

に
お
け
る
非

常
勤

保
育

従
事

者
も
同

様
の

取
扱

い
と
な
り
ま
す
。

1
1
4

○

基
本

部
分

調
整

部
分

（
主

幹
教

諭
等

の
専

任
化

を
し
て
い

な
い
場

合
）

認
定

こ
ど
も
園

に
お
い
て
、

主
幹

教
諭

等
を
専

任
化

さ
せ

る
た
め
の

代
替

保
育

教
諭

等
と
し
て
、
常

勤
１
名

と
非

常
勤

職
員

１
名

を
配

置
す
る
こ

と
と
さ
れ

て
い
ま
す
が

、
非

常
勤

職
員

を
２
人

配
置

し
た

場
合

に
、
減

算
調

整
は

適
用

さ
れ

る
の

で
し
ょ
う
か

。
ま
た
、
主

幹
教

諭
等

の
専

任
化

に
よ
り
子

育
て
支

援
の

取
組

を
実

施
し
て
い
な
い
場

合
に
つ
い
て
、
減

算
調

整
は

適
用

さ
れ

る
の

で
し
ょ
う
か

。

認
定

こ
ど
も
園

に
つ
い
て
は

、
「
特

定
教

育
・
保

育
等

に
要

す
る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る
基

準
等

の
制

定
に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に

つ
い
て
」
（
平

成
2
7
年

３
月

3
1
日

付
内

閣
府

政
策

統
括

官
（
共

生
社

会
政

策
担

当
）
、
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
長

、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
の

別
紙

３
の

Ⅳ
の

１
．
（
１
）
に
示

す
事

業
等

を
複

数
実

施
し
た
上

で
、
主

幹
教

諭
等

を
専

任
化

さ
せ

る
た
め

の
代

替
教

諭
等

と
し
て
常

勤
職

員
１
名

及
び
非

常
勤

職
員

１
人

の
配

置
を
求

め
て
お
り
、
配

置
が

満
た
さ
れ

な
い
場

合
は

、
減

算
調

整
が

適
用

さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
質

問
の

事
例

で
い
え
ば

、
常

勤
職

員
１
人

の
配

置
が

満
た
さ
れ

な
い
た
め
、
当

該
常

勤
職

員
分

の
減

算
調

整
の

み
が

適
用

さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
主

幹
教

諭
等

の
専

任
化

に
よ
り
子

育
て
支

援
の

取
組

を
実

施
し
て
い
な
い
場

合
に
つ
い
て
は

、
１
号

部
分

及
び
２
・
３
号

部
分

の
そ
れ

ぞ
れ

か
ら
減

額
調

整
が

行
わ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。


